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改訂版の序

本マニュアルは平成 11年度厚生省厚生科学特別研究事業「透析

医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究」が， 日本

透析医会，日本透析医学会の協力を得て作成した「透析医療におけ

る標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」の改訂版

である.

第 1版は，その序に記したように，各透析施設の感染対策委員会

がその施設の役割に適合した感染防止に関する独自のマニュアルを

作成するにあたって， I標準的な透析操作と院内感染予防に関する

マニュアノレ」を参考にしていただき，各施設の感染防止が進むこと

をめざしたものであった.この「マニュアル」はすべて日本透析医

会会員， 日本透析医学会施設会員に配布され，厚生労働省・日本透

析医会のウエブサイト (http://www1.mhlw.go.jp/topics/touseki/

tp0225-1_11.html， http://www.touseki-ikai.or.jp/pdf/man2.pdf) 

にも掲載されるなど，ほとんどの透析施設のスタッフに周知され，

感染予防上の手技，感染予防策，感染サーベイの方法，スタッフの

教育などについての「底本」としての役割を果たしてきた. 一方，

その後の透析医療の進歩，特に平成 12年度厚生科学研究班による

信楽園病院平津由平らの「透析医療おける事故対策マニュアル」

(http:j jwww.touseki-ikai.or.jpj)の内容との整合性をはかる必

要があること，また感染防止上重要な因子である透析室の環境に関

する記載など，追加すべき内容が散見された.

そこで，今回，厚生労働科学研究費補助金医薬安全総合研究事業

「院内感染を防止するための医療用具及び院内環境の管理及び運用
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に関する研究(主任研究者東邦医科大学微生物学山口恵三教授)

の分担研究として， 日本透析医会，日本透析医学会， 日本臨床工学

技士会， 日本腎不全看護学会の協力を得て， このマニュアルの改訂

を行った.日本透析医学会の統計調査委員会の調査結果では， HCV 

抗体陽性患者の割合は，近年次第に低下しつつあるものの， 2001 

年における本邦の慢性透析患者の HCV抗体陽転化率は 2.2%/年と，

依然として C型肝炎ウイルスの院内感染が高頻度に起きている.

本マニュアルを、活用して，院内感染予防の実を挙げていただければ

と希望する.

平成16年3月吉田

厚生労働科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業)

「院内感染を防止するための用具及び院内の医療環境の管理及び運用に関

する研究」

一分担研究「透析に関する院内感染対策J-
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター

秋葉隆
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初版の序

平成 11年5月，兵庫県のある透析施設において劇症肝炎が多発

し患者が死亡したことが報道され，院内感染として大きな社会問題

となった.

透析医療の繁明期には透析をうければ血清肝炎はほぼ必発と覚悟

された時期があったが，輸血用血液のスクリーニングの徹底，エリ

スロポエチンの臨床応用，透析機器の進歩により，透析現場におい

てウイルス肝炎は，当時と比べ減少している.現在日本赤十字社か

ら供給される献血血液によるウイルス肝炎の発症はきわめて稀とな

り，また国民からは「医療行為に伴う感染」は完全に防止されるべ

きであるとの強い要請がある.すなわち，透析医療を実施することで

ウイルス肝炎に新たに感染するような事態は，透析患者のみならず国

民すべてから，完全に防止することを求められているといってよい.

医療機関におけるウイルス肝炎の院内感染を予防するために，厚

生省保健医療局エイズ結核感染症課の監修による， ~ウイルス肝炎

対策ガイドライン(医療機関内)jが作成され，広く利用されてい

る. しかしこれは透析に限らない一般医療機関向けのため，血液を

直接扱う危険度の高い医療現場である透析医療機関は独自に透析医

療向けに改変を加えたマニュアルを作成しなければならなかった.

すなわち，透析施設におけるウイルス肝炎院内感染を防止するため

にどうしたらよいか?，具体的な透析操作法は?，消毒法は?，感

染サーベイランスにどの指標をどんな頻度で測定すべきか? 等に

ついて各透析施設は独自の判断を求められてきたわけである.

日本透析医会(会長 平津由平)は本年の総会で，災害対策委員
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会を改組して，危機管理委員会(現医療安全対策委員会)とし，そこ

に災害対策委員会，感染対策委員会，事故対策委員会を設置した.こ

の感染対策委員会(委員長秋葉隆，副委員長杉崎弘章，担当

理事 秋津忠男)は，日本透析医学会の了解を得て，透析医療におけ

る感染予防の対策として，院内感染防止の立場からみて安全で標準的

な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル案を作成した. このマ

ニュアル案は， standard precautionの原則にたった上で，本邦で広

く行われている疾患別院内感染対策をも取り入れた構成となっている.

一方，厚生省保健医療局エイズ疾病対策課，医薬安全局安全対策

課は冒頭、の事態を重視し，兵庫県と密接な連絡をとり，その原因究

明と再発防止に乗り出した. このような中，平成 11年度厚生科学

特別研究-透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する

研究班ーが組織された.本研究班では，現在，透析現場における感

染症の実態調査と感染予防策の検討を行うほか，研究の一環として，

上記のマニュアル案を号|き継ぎ，班員，および透析，感染症，疫学，

肝臓病学専門家，日本透析医学会総務委員会感染対策小委員会，さ

らに透析療法を実施している全国の施設に示して，細部にわたる検

討を繰り返し， I標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュ

アル」を作成した.

この， I標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」

が，各透析施設におけるマニュアル作成の参考となり，透析医療施

設における院内感染の予防に役立つことを願っている.

平成 12年2月吉日

平成 11年度厚生省厚生科学特別研究事業

透析医療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班

秋葉隆
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院内感染予防からみた透析診療内容のチェックリスト

本マニュアルを読まれる前に，ご自分の施設の診療内容が感染予防の観点からどのよ

うな状況にあるかど判断いただけるように，今回の感染多発を参考に， 20項目のチェッ

クリストを作成しました..いいえ を選択された場合は該当の章節を特にご参照くだ

さい.本マニュアルのすべての内容を網羅をしているわけではありません.すべて . 

はい を選択された場合でも感染に対する備えが万全とは限りません.院内感染予防の

取り組みのきっかけどしてご利用ください.

1. 施設と透析医療機器

1)透析に使用する医療器具は患者毎

に滅菌したものか，ディスポーザ口はい 口いいえ→1章1II.1. 3) 
フソレ製品を使っている. 1章II1.2. 2)， 2章V-X1.
2)スタッフが透析操作前後に手洗い

が容易にできる十分な手洗い設備

がある. 口はい口いいえ→2章11.
3)スタッフが患者の症状の変化に素

早く対応し， また頻回に手洗い等

に移動できるよう，十分なベッド口はい 口いいえ→1章II1.3. 2)， 
間隔がとられている. 3章1II.3， 6章1V

4)透析装置の保守点検はマニュアル口はい 口いいえ→2章V，2章

にのっとり，定期的に行っている. VI， 6章1V

5)回路圧測定系にトランスデューサ

ープロテクターを挿入している. 口はい口いいえ→1章II1.1. 1) 
2. スタッフ

1)患者数やその重症度に応じて十分口はい 口いいえ→4章II1.1. 3) 
な診療ができるスタッフが配置さ 1章1II，2. 2)， 4章1II3. 2)， 

れている. 4章II1.3. 2)， 4章1V2. 6) 
2)感染対策委員会が設置され，各職

種のスタッフが参加して定期的に

開催されており，感染対策委員会

委員長は施設の長(責任者)であ

る. 口はい口いいえ→4章I

3)スタッフに対して感染症対策に関

する教育が定期的に行われている. 口はい 口いいえ→6章II.

4)スタッフには定期健康診断が行わ

れ，希望者には HBワクチン接種

の機会がある. 口はい口いいえ→5章11.2. 
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3. 透析操作
1)透析開始・終了操作は清潔不潔概
念をよく理解した医師，臨床工学

技士，看護師，准看護師，薬剤師

などの有資格者スタッフが行って

いる. 口はい口いいえ→1章II1.1. 3) 
2)透析開始，終了操作は患者側と機
械側にそれぞれ1名ず、つが共同して
行っている. 口はい口いいえ→2章II1.2. 2) 
3)スタッフは侵襲的手技の前後に入
念な手洗いを必ず行っている. 口はい口いいえ→1章11.1. 3) 
4)穿刺および抜針操作をするスタッ
フは，ディスポーザブルの手袋を

装着している. 口はい口いいえ→2章11.2. 2) (6) 
5)肝炎ウイルス陽性の患者は透析室

内の一定の位置に固定して透析さ

れている. 口はい口いいえ→4章II1.3. 1) 
6)血液に汚染された物品は，周囲を
汚染しないように注意して，感染

性廃棄物として廃棄するか，マニ

ュアルにのっとり，洗浄滅菌され口はい 口いいえ→1章2.2) 
ている. 2章V-X1.
7)透析中に投与され抗凝固薬やエリ
スロポエチンなどの薬剤は，透析

室から区画された場所で無菌的に口はい 口いいえ→1章11.3， 
準備されている. 1章II11. 4) 
8)透析記録(患者毎，一回ごとの透

析経過，診療内容，担当者名の記

録)を作成している. 口はい口いいえ→1章II1.2. 
4. 院内感染対策
1)感染症にたいする患者監視(サー

ベイランス)として，定期的な検

査を実施している. 口はい口いいえ→4章1-II. 
2)定期検査の結果は患者に告知され，
説明指導が行われている. 口はい口いいえ→4章11.
3)患者にはB型肝炎，インフルエン
ザ等に対するワクチン接種の機会

が提供されている. 口はい口いいえ→4章VII1.





第 1章標準的透析操作

I はじめに

本マニュアルは，血液透析療法における日常の手技について，

「これだけのことをしていれば院内感染は起こりにくい」という標

準的な「通常の透析」と呼べるものを示すことを目指して作成され

た.各施設でその規模や設備および患者の重症度に大きな違いがあ

るが，なるべく共通部分に照準を合わせようと意図した. したがっ

て，より細部の手技等は本マニュアルの基本に沿って，施設ごとの

実情に合わせて対策を講じる必要があることは言うまでもない.

11 基本的感染防止対策の遵守

1 透析室従事者側の準備

1) 常に爪を短く切っておく.

2) 髪は肩にかからないよう束ねる.あるいはアップにする.

3) 入念な手洗いを穿刺，止血，創部のガーゼ交換など侵襲的

手技の前後に必ず行う.なお，前記手技ごとに新しいディス

ポーザブル手袋に交換する.

4) うがいは勤務の前後で行う習慣を身に付けることが望まし

• 、ItLV
 

5) 咳の出るときはマスクを着用する.

6) 常に清潔な白衣やエプロンを着用する.

7) 手指に外傷や創がある場合は創部を覆うなど特別な注意を

払い，自らへの感染を防止すると同時に感染を媒介しないよ

う厳重に注意する.
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2. 患者側の準備(患者教育の徹底)

1) 内シャントの患者は穿刺前にシャント部を中心にシャント

肢全体を通常の石鹸を使って流水で、よく洗浄することが望ま

しい

2) 施設内のトイレや洗面所などでは，ペーパータオル，個人

用タオルなどを用い，共用を避ける.

3) 咳の出ている患者はマスクを着用する.

4) 止血綿やインスリン注射針など血液で汚染された物品は机

上などに放置せず，直接透析室内の感染性廃棄物入れに廃棄

するよう指導する.

5) 血液，体液，分泌物，排池物(汗を除く)，正常皮膚組織

の剥離した局面，粘膜などは感染の危険があることをよく理

解してもらう.

6) 手洗いやうがいの励行という日常の習慣を身に付けてもら

つ.

7) 更衣室のロッカーは個人専用であることが望ましい.

3. 無菌操作の徹底

1) 滅菌物品の取り扱い，創処置，ブラッドアクセスへの穿刺，

回収操作，注射の準備，パイアルを共用する薬剤の取り扱い

時，プライミングなどの体内に注入する物品や薬剤を操作す

るときは，無菌操作を徹底する.

2) 特に共用することを前提につくられた用具，薬剤を除いて，

透析室内で用いられる用具，薬剤は患者ごとに専用とする.
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111 血液透析の手技に関する操作

1. 血液透析の準備
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以下にプライミングを透析装置で行う場合の基本操作を示す.

透析装置を用いずにプライミングを実施する場合も安全と感染

防止に関わる基本操作は本マニュアルに準ず、る.

1) ダイアライザおよび血液回路の透析装置への装着

(1) 事前に手洗いを十分に行う.

(2) ダイアライザ・血液回路を治療予定患者名，ダイアライ

ザ・滅菌有効期間，異物混入，不良の有無などを確認後，

キャップ等に注意しながら滅菌袋から取り出す.

(3) ダイアライザ内部および外観に，異物や不良のないこと

を確認し，透析装置のダイアライザホルダーに装着する.

(4) 血液回路を滅菌有効期限確認後，キャップ等に注意しな

がら滅菌袋から取り出す.次に，外観を確認し，異物や不

良のないことを確認する.

(5) 静脈側血液回路を装着する.カニューラ接続部より約

20cmの位置にクランプを止め，それを透析装置のスタン

ドに掛ける.血液回路に捻れを生じない様に静脈側エアー

トラップをホルダーに装着する.

(6) トランスデューサープロテクターの血液汚染がないこと

を目視で確認後に，圧モニターラインを透析装置の圧モニ

ターに， トランスデューサープロテクターを介して接続す

る.エアートラップ下の回路部分を気泡検知器に装着する.

(7) 動脈側血液回路を装着する.カニューラ接続部より約

20 cmの位置をクランプで止め，それをスタンドに掛ける.

血液回路に捻れがない様に，ポンプセクション部を血液ポ
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ンプローラ一部に装着する.次に，エアートラップをホル

ダーに装着し，エアートラップ下をクランプで止める.

(8) ダイアライザと回路を接続する.その際，接続部に手や

を甘子等が触れないように注意する.

2) ダイアライザおよび血液回路(補液ライン付き)のプライ

ミング

(1) プライミング用生理食塩液(以下生食液と略す)は使用

説明書に記された量を使用する.

(2) 静脈側エアートラップの液面は2/3程度に保持する.

(3) プライミング後，補液・返血用生食液にさし替える.

3) 上記1)2)の操作は，医学上の清潔不潔概念をよく理解

したスタッフが行う.可能な限り臨床工学技士，看護師，准

看護師，薬剤師などの有資格者が行うことが望ましい.

4) 注射薬等の準備

(1) 注射薬等を準備する場所は透析室から区別された区画と

する.

(2) 注射薬等を準備する前に手洗いを十分に行う.

(3) ヘパリンやエリスロポエチンなどを準備する場合，およ

び、ヘパリン，インスリンなどパイアルを共用する薬剤をシ

リンジに吸引する場合は，未使用の注射器と注射針を使用

する. この場合，ディスポーザフゃル製品を使用することが

望ましい.

2. 血液透析の開始から終了まで

1) 患者の観察と記録

(1) 一般状態を観察し，必要と判断された場合，透析を開始

する前に医師に報告する.
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(2) 穿刺部および周辺の皮膚の状態を観察し，適宜，消毒液

や固定テープの変更を行う.

(3) 血圧，脈拍などバイタルサインを定期的に測定する.

(4) 透析記録用紙を用意して，透析前後および透析中の血圧，

患者症状，治療条件確認，薬剤，補液等を記載する.

2) 血液透析の開始，終了操作

(1) 開始，終了操作は患者側と機械側にそれぞれ1名ず、つが

共同して行うことが望ましい. 1人で操作する場合は，手

袋が血液や浸出液で汚染する可能性もあり，その汚染部位

が機械に直接触れないように操作する.

(2) 開始，終了操作を開始する前に十分な手洗いを行う.

(3) 下記の滅菌処理をしたディスポーザブルの開始終了セッ

トを用意することが望ましい.

開始セット内容:滅菌紙シーツ，固定用テープ，滅菌紙

ガーゼ

終了セット内容:止血用圧迫綿，バンドエイドなどの保

護テープ

これらのセットの準備が不可能な場合は，開始，終了操作

直前に患者ごと別々に滅菌トレイなどに無菌的に用意する.

(4) 穿刺針，ポビドンヨード， 10%イソジン@に浸した綿

球，クランプ用物品は開始操作する直前に滅菌紙シーツや

滅菌トレイなどに無菌的に用意する.

(5) 穿刺部位の消毒は，穿刺部位1点に付き 1つ以上の綿球

を用い，穿刺予定部位の中心から外へと円を描く様に十分

に行う.

(6) 穿刺および抜針操作をする者は，ディスポーザブル手袋
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を装着する. 1人の患者ごとに手袋は交換し，使用後の手

袋や汚染された物品は個々の患者ベッドサイドに廃棄物入

れを用意し，これに一時的に廃棄する.やむを得ず素手で

穿刺する場合は，手洗い後，グルコン酸クロルヘキシジン

(0.5%ヒビテン@)，ポビドンヨード (10%イソジン@)，

あるいは塩化ベンザルコニウム (0.1%オスパン@液)に

浸した綿球で手指を十分消毒してから実施する.穿刺後は

直ちに手洗いを行う.

(7) 穿刺後の針固定は滅菌テープを使用することが望ましい.

(8) 穿刺後の血液回路は，穿刺針がヲ|っ張られないよう紐や

テープ等でしっかり固定する.

(9) 穿刺針(カニューラ)と血液回路との接続はロックでき

るものが望ましいが，そうでない場合は，滅菌テープ等で

固定する.

(10) 透析中は滅菌紙シーツ等で穿刺部を覆う.

(日) ダブ、ルルーメンカテーテルや外シャントによる透析の開

始・終了操作は，患者側の操作をするスタッフと機械側の

操作をするスタッフの 2名で行うことが望ましい.患者側

の操作をするスタッフは厳重な無菌操作をしなければなら

ない.

(i) 患者ごとに新しいディスポーザブル手袋を装着する.

(註) カテーテル接続口をポビドンヨード (10%イソジン@

等)で十分に消毒する.

(出) 滅菌紙シーツなどで局部を広く覆う.

(ぉ) 血液回路との接続法以下は通常の開始・終了手順に準

ずる.
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(12) 抜針時は刺入部を中心にポビドンヨード(10%イソジ

ン⑮等)に浸した綿球で消毒する.

(13) 抜針後の穿刺針はリキャップせず，感染性廃棄物として

処理する.

(14) 抜針後の止血は滅菌ガーゼおよび滅菌圧迫綿を使用する.

(15) 使用済みのダイアライザ・血液回路は残血が漏出しない

ように密閉し，感染性廃棄物として施設の基準に従い廃棄

する.

(16) 他の汚染された，または汚染された可能性のある廃棄可

能物(ディスポ製品，ガーゼ，包帯等)も，感染性廃棄物

として廃棄する.なお，注射針類は使用後リキャップせず，

職員の針刺事故を起こさないように工夫して感染性廃棄物

として廃棄する↑.

3. 治療施行時および抜針後における操作

1) 穿刺ミスや再穿刺をする場合

(1) 穿刺ミスした針や血液に汚染した紙ガーゼなどは，病床

の近くに用意した感染性廃棄物入れに一時的に廃棄する.

↑ 感染性廃棄物の処理については，平成4年8月 13日付け衛環第 234号厚生省水

道環境部長通知「感染性廃棄物の適正処理について」の別添報告書別紙 2I廃棄物

処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づいて行われていた. ところが

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備

の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成 12年法律第 105号)及び廃棄物

の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成 15年法律第93号〉の内

容を反映する必要が生じた.また，平成 12年 12月行政改革推進本部規制改革委員

会(現内閣府総合規制改革会議)において「規制改革についての見解」として，感

染性廃棄物を客観的に判断できるものとするよう求められた.そこで平成 16年 3

月 16日，環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部は感染性廃棄物処理対策検討

会を設置して同マニュアノレの改正をおこなった.本マニュアル作成時点ではこの

「改正マニュアル」の内容が反映されていないので注意されたい.
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(2) 再穿刺する場合は十分止血した後に行う.

2) 止血操作

(1) 血液汚染した紙ガーゼなどは感染性廃棄物として処理す

る.

(2) 素手で止血操作を行わない.間に合わず，素手で押さえ

た場合は新しい手袋を装着した別のスタッフと速やかに交

替する.血液等で汚染した手はすぐに流水で洗う.

(3) 患者待合室などで不意に出血した場合，は，すぐにスタッ

フを呼ぶよう指導しておく.特に，患者自身で止血し，そ

のまま黙って帰宅することがないようにする.血液で汚染

した衣類は速やかに交換し，他の患者に触れないようにす

る.掃除等をする場合に透析室従事者は手袋を装着し，そ

の後は十分に手洗いする.

3) 透析を一時中断する場合

(1) 穿刺針に，留置する目的でヘパリン入りの生食液等を充

填する場合，未使用のディスポーザブ、ルのシリンジと注射

針を使用する.

(2) 血液透析を再開する際，ダイアライザ，回路，充填液を

捨てる場合は感染性の廃棄物として処理する.

4) 創処置をする場合

(1) 処置の前後に透析室従事者は十分な手洗いをする.

(2) 紙シーツなど，ディスポーザフゃルのシーツを患部の下に

敷く.

(3) 汚染されたガーゼは感染性廃棄物として，持ち運ぶこと

なくその場で適切に廃棄する.

5) ベッド上で排池された略疾，便，尿の処置
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(1) 処置の前後に透析室従事者は十分な手洗いをする.

(2) 透析室従事者は手袋を着用して処置をする.

(3) 排池物は汚物流しゃトイレに廃棄する.

IV おわりに

9 

本標準的操作の実行にも関わらず，感染の拡大が認められた場合，

第4章に詳述する感染対策委員会でその原因を調査して改善策をた

てる.また，原因が明らかでないときは，すべての点にわたってさ

らに厳密な予防的操作法を実行するよう操作マニュアルを改訂する.
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第2章標準的消毒洗浄

I はじめに

透析施設での実施すべき標準的消毒方法について， この章で記述

する. この章の内容を徹底させるためには，透析室従事者に，器具，

機材および(透析の)環境について「清潔(域)J，1不潔(域)Jの

基本的概念の教育が反復して行われる必要があることはいうまでも

ない.なお，特殊な感染患者治療時の消毒方法については， 1第4

章 感染患者への対策マニュアノレ」で詳述する.

11 透析従事者の手指

手洗いの励行は感染経路を遮断する最も有効で簡単な方法Tであ

る.透析室内に自動水栓付き(足踏み式，肘式でも可)手洗い場を

充分な数設置し，医療業務の中で石鹸と流水により頻回に手洗いを

イ丁つ.

手洗いの方法(次頁図参照)

(1) 流水で手に付着した汚れを洗い流す.

(2) まず石鹸の表面を流水で洗浄する.表面の汚染を除去し

た後の石鹸をつけ，手のひらでもむように泡立てる.

十 合衆国の CDCのPracticesAdvisory Committee and the HICPACjSHEAj 

APICjIDSA Hand Hygiene Task Forceは Guidelinefor Hand Hygiene in 

Health-Care Settings-Recommendations of the Healthcare Infection Control 

(MMWR 51 (RR 16) : 1-14， 2002)を発表し，手の清潔保持法としてアルコール

を基材とした手用消毒剤の使用を限定的に許容した. しかし患者の皮膚と直接接触

する場合やアクセス穿刺などでは，従来通り手洗いが必要としているので注意され

fこし¥
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plpvl
参

l九一

手を洗う.(3) 

(1)手のひらを洗う.

(2)手指を洗う.

(3)指の聞を洗う.

(4)手首を洗う.

手を拭く.(4) 

ペーノマータオルで丁寧に拭く.

ブラッドアクセスの消毒111 

血液透析患者ではブラッドアクセスの適切な消毒を怠ると重篤な

敗血症に至ることがある.消毒薬には一般に，ポビドンヨード

10%イソジン@液が用いられる(16頁，主な消毒剤の適応一覧表

参照).内シャント穿針・抜針時，血管カテーテルへの接続・離脱 l

の消毒方法は透析操作に準じる.

薬剤の投与方法

透析中の経静脈薬物投与は，血液透析回路の静脈側回路ラインに

ある混注ジョイン卜部か，静脈側チャンバーの液面調節ラインから

これらの部位を消毒用アルコール綿で消毒し，短針を接合し

もしくは，注射器や点滴回路を接合し投与する.

IV 

間奇
斗
刈
4

・
向
且
刀

う

注

一丁

た

透析装置外装

透析終了ごとに O.5，..，_，1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭する.

V 
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血液付着時は消毒用アルコール (70%イソプロピルアルコールで

も可)綿等で拭き取り，水拭きし，その後上記操作を行う.特に機

械のつまみなどをきちんと清拭する.

VI 透析液供給装置・回路

1. 多人数用透析液供給回路は，毎日， 0.02%次亜塩素酸ナトリ

ウム等で自動洗浄する.また週l回は 0.3-1.0%酢酸で洗浄す

る.

2. 個人用透析装置，供給回路は，使用日ごとに， 0.02%次亜塩

素酸ナトリウム等で洗浄する.また週 1回以上は 0.3-1.0%

酢酸で洗浄する.

VII 医療器具

1. 紺子・トレイ類は使用ごとに，ク、、ルタラール (2.25%サイデ

ックスに 30分以上，または， 2%ステリハイド等に 1時間以

上)浸漬後，水洗いする.

2. 聴診器は使用後に毎回，消毒用アルコールで、清拭を行う.

3. 液体の消毒剤を使用できない器具はエチレンオキサイドガス

で滅菌する.

VIII リネン類(シーツ・枕カバー・毛布カバー)

患者ごとに使用後， シーツ，枕カバー上の挨，髪の毛等を清掃す

る. リネン類は最低毎週1回交換し血液で汚染された場合は，そ

の都度交換する.

血液汚染時のリネン交換

(1) 洗濯可能な物
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交換時は0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に 1時間浸漬後，

水洗いし，洗濯する.

(2) 洗濯不可能な物はエチレンオキサイドガスで滅菌する.

(3) 汚染が強度の場合はビニール袋に密閉し，感染性廃棄物

として処理する.

IX ベッド柵・オーバーテーブル

一日 1回， 0.1'""'1%次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いて清拭す

る.

X 食器・ガーグルベース類

透析室内に持ち込んだ食器は，使用ごとに洗浄加熱滅菌する.ガ

ー夕、、ルベースは使用ごとに次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン@等)

200-500 ppmに浸漬後，水洗い，乾燥する.

XI 便器・尿器類

汚物処理後，熱水 (80度 10分)で洗浄後，水洗い，乾燥する.

血液が大量に混入した排池物

(1) 吐物は汚物槽に流す.

(2) 排便は汚物槽に流す.ベッドパン(差込便器)は 80度 10

分の熱水消毒を行う.

XII 室内

毎日清掃する.床は血液汚染された場合はその部分を 0.1'""'1%

次亜塩素酸ナトリウム溶液で清拭する.

患者控え室など透析室外において止血ガーゼなどの血液汚染され
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た物品が発生した場合は，透析室に持ち込み感染性廃棄物入れに廃

棄するように指導する.

XIII その{也

透析従事者が感染患者と非感染患者を判別できる処置を講ずる.



16 

主な消毒剤の適応一覧表

(出典:昭和大学藤が丘病院感染対策委員会編 院内感染防止対策マニュ

アル第2版昭和大学藤が丘病院， 1994.) 

消毒剤 適用濃度 適応 適応微生物 無微生効物 備考

1) (消毒用アルコ 調製不要 手指， 一般細菌， 芽胞(炭 水洗不要，
ール) 皮膚， ウイノレス， 痘菌，破 火気厳禁
消毒用エタノー 器具 HIV，結核 傷風菌)， 脱脂等によ
ル (78.9-81.4 (15秒 菌，酵母菌， HBV る皮膚あれ，
%) 以上) クラミジア， 過敏症

リケッチア， 蛋白除去し

スピロへー てから使用

タ ゴム類変質

2) (塩化ベンザル 調製不要 手指 細菌，真菌， 芽胞 水洗不要
コニウム 0.2% 乾燥す MRSA， 火気厳禁
十エタノーノレ るまで スピロへー 有毒物・石
83%) 手掌を タ 鹸等を除去
ウエルパス速乾 摩擦す してから使
性擦式消毒剤告) る 用

3) (ポビドンヨー 調製不要 手指・ 一般細菌， HBV 遮光，石鹸
ド) 皮膚・ 結核菌，真 分を除去し
イソジン@液 粘膜・ 菌，芽胞菌， てから使用
(10%) 創傷面 ウイノレス， ヨード過敏
ネオヨジン@液 HIV， 症に注意
(10%) MRSA， く蛋白の存
手術用イソジ スピロへー 在下で効力
ン@液 (7.5%) タ 低下〉

4) (グルコン酸ク 0.1- 手指， 一般細菌 芽胞 遮光
ロルへキシジン) 0.5% 皮膚， スピロへー 結核菌 有毒物・石
ヒビテン @液 器具 タ 真菌 鹸等を除去
(5%) 0.05% 病室， ウイノレス してから使
ヒビテ ングノレコ 用具 用
ネート@液 (20

0.02- 粘膜
%) 

0.05% (グノレ
ヒビスクラブ@

コ不一
(4%) 

トのみ)

調製不要 手指
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5) (塩化ベンザル 0.05- 手指， 一般細菌 芽胞 有毒物・石
コニウム〉 0.2% 器具， 真菌 結核菌 鹸等を除去
オスノてン@ 衣類等 ウイノレス してから使
(10%) 0.01- 粘膜， 用

0.025% 創傷面

0.3% (排池
1分以上 汚物不

可)

6) (次亜塩素酸ナ 80倍 器具， ウイ jレス， 結核菌 金属腐食
トリウム) (0.013%) 衣類等 MRSA， 蛋白分解作
ミノレトン@ 20倍 緊急時 HIV， HBV， 用

(1%) (0.05%) 真菌，

2分 一般細菌

7) (クレゾーjレ) 0.5-1% 手指・ 一般細菌 芽胞 遮光

クレゾール石 皮膚 結核菌 ウイノレス 過敏症状に
鹸@液(クレゾ 0.5-1% 器具， 真菌 HIV 注意
ール50%) 病室 スピロへー 〈廃水規制

1.5% 排池物
タ あり〉

8) (グノレタラーjレ) 2%， 器具 細菌，真菌， 粘膜刺激
サイデックス@ 2.25% MRSA， (吸入接触
(2.25%) 用時 30分以上 芽胞，結核 さける)

調製液(2.25%) 菌， ウイル 皮膚につけ
ステリハイド@ ス， HBV， ないよう注

(20%) 用時調 2%， 汚染器 HIV 音

製液 (2%) 2.25% 具 浸漬時は蓋

60分以上 付容器で行

い，調製後

直ちに使用

9) (塩酸アルキル 0.05- 手指， 一般細菌 芽胞 蛋白・脂肪|
ジアミノエチル 0.5% 皮膚 真菌 HBV 共存下で効
グリシン) 0.01- 粘膜， 結核菌 果低下
テゴ-51@ 0.05% 創傷面 石鹸類は効
(10%) 

0.05- 器具， 力減弱させ

0.2% 病室
る

0.2- 結核領

0.5% 域
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希釈法

0.15% 0.2% 0.5% I 

希釈倍率 100倍 50倍 20倍

3)イソジン@

(10%原液)

5)オスノイン@
10 ml 20 ml 50 ml 

(10%原液)

9)テゴー 51@

(10%原液)

全量 1，000 ml 

0.013% 0.05% 0.1% 0.5% 1% 1.5% 

4)ヒビテン@ 10 ml 20 ml 100 ml 

(5%原液) (100{吉) (50倍) (10倍)

6) ミノレトン@ 12.5 ml 50 ml 100 ml 

(1%原液) (80倍) (20倍) (10倍)

7)クレゾール石
10 ml 20 ml 30ml 

鹸@
(100{{i) (50倍) (33倍)

(50%原液)

全量 1，000 ml 

( )内は希釈倍数を示す.
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第3章 感染予防の透析室設備と環境対策

I はじめに

透析医療における感染の経路は患者相互，スタッフから患者へ伝

播，また，患者及びスタッフが外部で感染して持ち込むものなどさ

まざまである.この章では，透析室設備(照明・ゾーニング・空調・

透析用水・ベッド配置)の環境対策について述べる.感染防止の観

点から透析施設の設備や環境対策において，本マニュアルを参考に

様々な対応を行うことを期待する.特に今後の透析施設の新築・増

改築の際は感染予防に視野をおいた設計を心がけて頂きたい.

11 透析室の照明

1. 透析室の照明の目的

透析患者は血液透析治療の数時間を透析室で過ごすため，快

適な照明を考慮しなければならない.また，医療側からは治療

行為や看護が，清潔かっ安全に行う上で充分な明るさを確保す

る必要がある.そのためには，以下の点に十分な配慮を行うべ

きである.

(1) 昼間と夜間それぞれの時間帯の適正照度を満たすように

照明設備を用意する.

(2) 穿刺や処置等，部分的に高照度を要するところでは，必

要に応じて局所照明の併用を考える.

(3) 室内の装置等の配置を考慮し，グレア tlを下げるために

t1 視野の中に特にまぶしい光や輝度が大きいものがあると不快感や目の疲労を生ず
る.このような現象のことをグレアという.
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必要であれば間接照明を取り入れ，照度の調和を図る.

2. 透析室の照度

病院の照明は， 日本工業規格の照度基準 CJIS-Z-9110)に

準拠して照明計画を行う.特に透析室の照明では以下の照度を

確保する.

(1) 患者が安静横臥，ないし睡眠をとっているときの照明

(グレアを考慮): 100 lx-200 lx程度

(2) 患者が読書や TV観賞するときの照明:150 lx-350 lx 

程度

(3) スタッフの穿刺等処置のための照明:350 lx-500 lx程

度

111 透析室のゾーニング

感染防止におけるゾーニングとは，病院内において機能に応じて

清浄度を変えて対応することを言う.表1に日本病院設備協会が作

成した病院の機能的区域別の要求される清浄度からみたゾーニング

を示す.一般の透析室は医療ゾーンの一般清潔区域(清浄度クラス

IV)に相当する.ただし，救命救急センターに附属した透析室等

は，準清潔区域である ICU・CCUと同じレベルの区域とするのが

望ましい.

ゾーニングを考慮に入れた透析室の空調やベッド配置等について

述べる.

1. 空調・換気

1) 透析室の清浄度クラスと換気条件

表 1に示し，ゾーニングの項で述べた透析室の清浄度クラ

スIVとは，一般病室，診察室などが該当し， 日本病院設備
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表 1 清浄度によるゾーニング
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清浄度クラス ゾーンの名称 該当室(代表例)

A. 医療ゾーン

I 高度清潔区域 バイオクリーン手術室，バイオクリー

ン病室

II 清潔区域 一般手術室，手術用配盤室，清潔廊下'1

材料部門の既滅菌室，無菌製剤室，開

創照射室，手洗いコーナー

III 準清潔区域 手術部周辺区域(回復室など)， NICU. 

ICU・CCU，未熟児室，特殊検査・
治療室(心力テ，勝脱鏡など)，分娩

室・調乳室

IV 一般清潔区域 一般病室，デイルーム，診察室，待合

室，玄関ホール，材料部・検査部のー

般区域諸室;X線撮影室，内視鏡室，

人工透析室，通常新生児室，物理療法

室，調剤室

V 汚染管理区域 RI管理区域諸室，細菌検査室，感染
症病室・診察室(空気汚染の危険性の

あるもの)，解剖室，霊安室，患者用

便所，使用済リネン室，汚染処理室

B. 一般ゾーン

VI 一般区域 事務室，医局，会議室・講堂，食堂

VII 汚染拡散防止区域 一般用便所，一般用ゴミ処理室

日本病院設備協会 :病院空調設備の設計・管理指針 (HEAS-02)1998よ
り引用

協会の病院設備の設計・管理指針 (HEAS-02)1998による

と「医療ゾーンの一般区域においては，中性能以上のフィル

タを使用し，感染防止対策上も適切な気流が得られるように，

吹出し口と吸込み口の位置関係などを検討しなければならな

い.Jと規定されている.空気中微生物数は 200-500CFUt2j 

t2 colony forming unit，空気の単位容積中に含まれる微生物の集落数(コロニー
数)
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表2 透析部門における各室の条件

温湿度条件

エリア・室
清度浄ク

最の小め風や量す
室圧内
室循機環器内

夏期 冬期
許音凪Bレ容(ベA騒ルB 

ラス
外(回気/h量) 全(回風/h量) 

の
温CC度)湿(%度)温CC度)湿(%度) 設置

透析室 IV 3 10 等圧 可 26 50 23 50 40 

シャン ト手術室 II 4 20 正圧 * 26 50 24 50 45 
準備室 IV 2 8 等圧 可 26 50 22 50 45 

透析機械室 IV 全排気 8 負圧 <28 - >15 - 50 

洗浄室 IV 全排気 8 負圧 <28 - >15 - 50 

待合室 IV 3 8 等圧 可 26 50 22 50 45 

更衣室 IV 2 6 等圧 可 27 50 22 50 45 

ナースステーション IV 2 8 等圧 可 26 50 22 50 45 

器械リネン室 IV 2 6 等圧
一一

日本病院設備協会:病院空調設備の設計・管理指針 (HEAS-02)1998より抜粋
* 高性能フィルタを装着した循環機器ならば可

m3 (6-15 CFU /fめを目標とする.

45 

なお，診療内容によって清浄度クラスの要求が異なるため，

施設の診療内容を検討して清浄度も配慮すべきである.例え

ば，ブラッドアクセスのためのダフ、、ルルーメンカテーテル等

を挿入する場合は，局所的な清潔操作と挿入部の清潔維持操

作を行えば表 1の空気清浄度IVでも差し支えないが， シャ

ント部の手術を実施する場合は表1の空気清浄度クラスIIの

部屋で行うのが望ましい.

ちなみに，透析部門に関連する部屋の空調関連の条件を表

2に示す.

2) 隔離透析室

空気感染症，例えば結核感染患者の場合，隔離透析室での

透析が必要になる.

厚生省の感染症指定医療機関指定基準では，感染隔離室の
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空調設備，専用の空調設備を設置し，全外気または再循環給

気で，室内に病原体を流入させない措置が必要であること，

外部への病原体飛散・室内への逆流を防止すること，かっ陰

圧制御で十分な換気能力を持つことなどを指示している.空

気清浄度に関する具体的な数値は示されていない.

隔離透析室の基準も示されていないが，基本的にこの考え

かたに準じて設備を用意する.すなわち，隔離透析室では専

用の空調設備を設置し，室内の空気を循環し，また隔離透析

室は周囲より陰圧に保ち，排気は除菌フィルタを通して行い，

周辺環境の汚染を防止する必要がある.医療スタッフの感染

防御のため，室内循環送風は常にスタッフの作業側を上流と

するなどの配慮も必要である.

下記に各室の換気回数(1時間あたり)と空気清浄度を示す.

換気回数

① 隔離透析室

② 一般透析室

12回以上

6回以上

※換気回数の増加が室内温度制御に影響しないこと.

空気清浄度

①隔離透析室 クラス 1万t3

②一般透析室 クラス 50万'"'-'100万

③一般病室 クラス 100万

1時間当たりの換気回数を一般透析室で 6'"'-'12回，隔離室で 12

回以上とする(なお一般事務室の望ましい換気回数は， 1時間当た

り5回程度である>.

t3 クラス l万とは， 1m3中に含まれる煤塵が 1万個以下の空気の状態
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2. 透析用水

透析液への微生物等の汚染から患者の発熱等の炎症反応，そ

の他長期合併症の増加などが報告されている.それらの症状を

防止するために，透析用水の管理は充分に配慮し，下記の点に

留意する必要がある.

① 透析用原水は，飲用水としても適切な良質の水を充分な量用

意する.

② 透析用水システムの配管は，その成分の溶出などがない材質

を用い，細菌汚染巣となりうる構造，例えば盲端配管やジョイ

ント，未使用分岐管などのデッドスペースを避けた設計を心が

けるべきである.できれば数年毎に配管を更新することが望ま

しい.

③ 透析部門の逆浸透水システムは初期抜水機構を備えた装置が

望ましく，できれば月に一度以上，装置に適した洗浄剤を用い

て洗浄消毒することが望ましい.また，各透析装置に供給する

配管は毎日洗浄消毒する.

④ 透析用水は細菌学検査とエンドトキシン検査を月に一度行う

ことが望ましい.その結果により洗浄回数の増加や洗浄法を変

更するなど，水質の維持に努める.

3. ベッド配置

従来，透析ベッドの専有面積は，既存の透析室の床面積とそ

こで治療を行う患者数と装置の数などによって二次的に決まっ

てきた. しかし，ベッド配置は，感染予防や緊急時の対応など

を考慮した配置が必要であり，今後，血液透析室の新規設計や

増改築などを行う際には適切なベッド配置を取り入れるよう努

力すべきである.また，ベッド間隠を充分に取ることは，下記
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のような効果も期待できる.

① 患者のプライパシーを保護しやすい.

② スタッフの移動が容易となり，緊急時の対応も容易となる.

③ 人(患者(既知感染の有無)・医療従事者・見舞い客・出入

り業者)の動線と物(清潔物・不清潔物・廃棄物)の動線を明

らかにし，不潔物と清潔物が交わらない配置(ゾーニング)を

設定できる.

④ 隣接するベッドの患者処置を行う前に手洗いをするようにな

るなど，感染予防に対する医療スタッフの意識レベルに微妙な

影響を与える効果が期待できる.

以上の点から，感染防止にも配慮してベッド間隔を充分取る

よう配慮しなければならない.米国建築学会の病院設計指針に

よると「専有面積は 2.4m2またはベッド間隔を 1.2rhとする」

となっている.一般病室においても， 1.0 m以上とされている.

現在， 日本の透析施設におけるベッド間隔は 0.8m-1.0 m程度

であろうと推測され，充分とは言いがたい現状である.

ベッド配置の原則

① 隔離透析室:基本的に 1ベッド単独で使用する.

② ー般透析室:ベッド間隔を 1m以上とる.

既知感染症の配置では， HBV， HCVなどの患者を動線

の交わらないでまとまった位置に固定し，できる限り専任

のスタッフが治療を担当する.

IV 機器の消毒

透析関連機器に関しては，感染予防の外装消毒等は第2章で述べ

られているので再掲しない. ここでは，特に注意点についてのべる.
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① 最近では，装置内部の消毒の洗浄剤が多く発売されている.

次亜塩素酸系・過酢酸系等，装置に応じた洗浄剤を選択する.

② 機器外装の消毒にノ¥イアミン(塩化ベンゼトニウム)を使っ

ていた施設があったが， HBVには効果が明らかでなく，次亜

塩素酸ナトリウムを使用する.

③ 外装のタッチパネル方式になっている装置には，アルコール

系消毒薬・洗浄剤の選択には特に慎重におこない，清拭後，乾

燥したガーゼなどで再度ふき取ることを忘れずに行う.

④ 透析装置以外の機器(輸液ポンプ，自動血圧計，ベッド等)

も同様に清拭する必要がある.

⑤ ベッド及び装置周辺環境やノンクリテイカル器具(聴診器・

血圧計のカフ等)が血液汚染された可能性がある場合はアルコ

ール系消毒薬で清拭する. 自に見える血液汚染がある場合は，

1，000 ppm (0.1%)次亜塩素酸ナトリウム液で消毒する.
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第4章感染患者への対策マニュアル

I 感染対策委員会の設置

すべての施設で感染対策委員会を設置する必要がある.感染対策

委員会は院内感染予防，および，感染発生時その拡大を防止する場

合に中心的な役割を果たすため，委員長は各医療機関の責任者をあ

てる.

業務は以下のものが含まれる.

(1) 各施設の実状に合った院内感染対策マニュアルの作成と実行

(2) 院内感染サーベイランスシステムの構築

院内感染の実態の把握，院内感染が生じた場合の感染経路の

推測，院内感染が起きた場合の対応の指示

(3) スタッフへの教育

(4) 患者への教育，情報提供

なお，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(第4章IX)により，対象となる感染症を診断した医師は都道府県

知事等(管轄の保健所)への届出をおこなう.

11 患者への感染対策の基本

患者への感染対策の各感染症に共通する基本方針は以下の通りで

ある.

(1) サーベイランスのための検査をする際には，患者にその意義

と必要性を説明し，理解と同意を得る.

(2) 検査結果を患者本人に告知する.その際には，例えば，肝炎

ウイルスキャリアであることの意味をウイルス肝炎研究財団刊
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iHBs抗原の知識J，iHCV抗体の知識」などの小冊子を用い

て十分に説明し，またプライバシ一保護に努める.

(3) 感染性の高い疾患を有する患者に隔離が必要な場合，患者・

家族に対し，疾患の特殊性，隔離の必要性，隔離中の注意事項

を十分に説明し，理解と同意を得なければならない.

111 B型肝炎ウイルス， c型肝炎ウイルス
1. 感染経路

血液媒介感染症であり，透析施設においてもっとも注意を払

うべき感染症である. ウイルス陽性の患者血液あるいは体液

(脳脊髄液，羊水，精液，睦分泌物，胸水，腹水，母乳)が皮

膚を越えて接種された場合や，創傷のある皮膚あるいは粘膜へ

の接触によって感染する.また， これらの体液で汚染された器

具や手袋，包帯を介しても感染が起こりうる.

B型肝炎ウイルスはなかでも感染力が強い.特に HBe抗原

陽性血は感染力が強い. HBs抗原陽性で HBe抗原陰性の変異

株がもし感染を起こした場合，劇症肝炎を起こしやすいので，

HBs抗原陽性HBe抗原陰性血に対しても注意が必要である.

なお，透析患者では，感染発症時にも比較的 AST(GOT) ， 

ALT (GPT)値が低値をとること， HCV抗体が出現しにくい

ことが知られている.

2. サーベイランス

1) B型肝炎ウイルス， C型肝炎ウイルスの新たな感染が起こ

っていないことを確かめる目的で，前者については， HBs 

抗原， HBs抗体， HBc抗体の検査を，後者については HCV

抗体の検査を年2回以上定期的に行う.
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2) HBs抗原陽性者については， HBe抗原， HBe抗体検査を

実施する.

3) HCV抗体陽性患者についてはHCV-RNA検査を実施す

る.

4) 転入時，転出時には上記以外の時期でも実施する.

5) もともと肝炎ウイルスのマーカーが陰性であった患者にお

いて，肝機能検査(月 1"-'2回)で正常だったものが異常値

を示す際には，定期外にウイルス関連検査をする.

肝炎ウイルスの感染が疑われた場合，早期診断をするには，

B型肝炎では， IgM型HBc抗体， C型肝炎では， HCV-

RNA定性検査をおこなう.急性ウイルス肝炎診断基準と，

診断時の届出法は第4章IXに記載した.

6) 検査結果は患者本人，家族に告知し，スタッフに周知徹底

する.ただし，プライパシ一保護に努める.

7) HBs抗原あるいはHCV抗体陰性であっても感染者であ

ることがあるので，すべての患者が感染者との認識で対応す

るのが第ーである.

3. 感染患者対策

1) 原則として，肝炎ウイルス陽性の患者(キャリア)はベッ

ドを透析室内の一定の位置に固定する.優先順位としては，

HBe抗原陽性患者， HBe抗体陽性患者，日CV抗体陽性患

者の順とする.上記の固定は各シフトを通じて実施すること

が望ましい.共通の固定ができない場合にはシフトごとの固

定でも可とする. この場合はシフトごとに，機器の消毒， リ

ネンの交換を行う.

2) 肝炎ウイルス陽性の患者を処置するスタッフはシフトごと



30 

に固定することが望ましい.ただし，血圧測定など明らかに

感染の機会が生じないと考えられる行為は除外する.

3) 2)の対策が困難な場合，血液透析の開始，終了は肝炎ウ

イルス非感染者， HCV抗体陽性患者， HBe抗体陽性患者，

HBe抗原陽性患者の順番に行うことが望ましい.

4) 聴診器，体温計，血圧計を専用とする.

5) 血液や体液で汚染したものを取り扱う場合はその都度新し

い手袋をして，汚染部は直ちに消毒する.

4. 消毒方法

B型， C型肝炎は血液媒介感染症であり，またスタッフは直

接血液を取り扱うため，感染媒体となる可能牲がある.そのた

め標準的消毒方法に加え，以下の消毒方法の励行が必要となる ー

(HIV. ATLAなどもこれに準ずる).

1) 透析従事者の手指

皮膚の血液汚染時には，すぐに石鹸を用いて手洗いをし，

その後流水でよく洗い流す.

2) 透析中の薬物投与

透析中の経静脈薬物投与は，針刺し事故防止のため血液透

析回路の静脈側回路ラインに，注射器・点滴回路を接合し投

与する方法や無針部注ポートを用いる方法が望ましい.

3) 医療器具

(1) 血圧計・聴診器・電子体温計類は専用の物を使用する.

患者ごと，使用ごとに，アルコールを浸した綿で清拭を

イ丁つ.

(2) 廃棄可能物はビニール袋に密閉し感染性廃棄物として処

理する.
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透析セットやトレイはディスポーザブル使用が望ましい.

4) リネン類

患者専用とするのが望ましい.またはディスポーザブルシ

ーツを使用する.

5) ベッド柵・オーバーテーブル・カーテン

透析後， 0.1%"-'1%次亜塩素酸ナトリウム液の溶液で清

拭し，その後水拭きする.

6) 食器類

吸い飲みなどは，患者専用の物を使用する.使用後ごとに，

水洗して熱消毒 (80度 10秒)，乾燥する.

7) 室内

隔離が必要な症例では，個室管理とし入室時ガウン，マス

クの着用が必要である.また透析装置は，専用に個室内に設

置するのが望ましい.

5. 新たに B型肝炎ウイルス， C型肝炎ウイルスが陽性になった

場合

1) 患者に対して告知，教育，カウンセリング，そして必要に

応じて治療を行う.その際，患者のプライバシ一保護に努め

る.

2) 感染対策委員会を中心にスタッフへの情報伝達，感染源，

感染経路の検索，感染対策マニュアル通りの治療手技がなさ

れているか再確認し，必要なら再教育を行う.

3) 他の患者について，肝機能検査，ウイルス検査を定期外に

施行するなど，サーベイランスを強める.

6. 患者教育

1) B型肝炎ウイルスの感染経路としては，血液，血液製剤の
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ほか，血液が付着することがある医療器具，カミソリ，歯ブ

ラシ， タオル等などを介しての感染も考えられるので， これ

らの処理に気をつける.

2) 透析以外の感染経路としては，注射その他の医療行為，あ

るいは出血を伴う民間療法，刺青，性的接触(異性間，向性

聞を問わない)等がある.これは，血液が直接体内に入る場

合や性行為に伴うような密接な接触関係がなければ， B型肝

炎ウイルスは感染しなし可からである.

3) B型肝炎ウイルスに対しては有効なワクチンがあるため，

HBs抗原陽性患者の配偶者や同居者のうち， HBs抗原抗体

陰性者についてはワクチンを接種することが望ましい.

4) C型肝炎ウイルスの感染経路も B型肝炎ウイルスと同様

であるが， B型肝炎ウイルスに比べると血中のウイルスは少

なく，感染力は 100分の lから 10，000分の lと格段に低い

ため，血液にさえ気をつければ，日常生活では感染の心配は

ない.性的接触も感染経路の 1っとして考えられてはいるが，

その頻度は低い.

5) 日常生活上の注意 (B，C型肝炎ウイルス共通)

(1) 創，皮膚炎，鼻出血はできるだけ自分で手当し，他人に

血液がつかないように注意する.血液の付着したものは密

閉して廃棄し，廃棄できないものは十分に水洗する.

(2) 月経時，鼻出血等の処置後は，子指を十分に流水で、洗う.

(3) かみそり，歯ブラシ，タオルは専用とする.

(4) 排尿，排便後は流水でよく手を洗う.

(5) 食器の洗浄，衣服の洗濯，入浴は通常通りで問題ない.
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IV HIV 

1. 感染経路

肝炎ウイルスと同様に血液媒介感染である.感染力は弱く，

加熱や消毒により容易に不活性化される.

2. 感染患者対策

1) CAPD排液中にはウイルスが存在するので，取り扱う際

には，手袋，ガウン，マスクを使用する.

2) 血液透析を行う場合，ベッドを固定し，感染予防に特に注

意して透析を行う.

3) マスク，手袋を常時使用する.手袋は患者ごとに常に新し

いものに交換する.穿刺・返血時にはガウンと，フェースシ

ールドマスクあるいはゴーグルを装着する.

4) 接続部ロック式の血液回路を使用する.

5) 採血，輸液，輸血時に金属針を用いない.すなわち，開始

時の採血は穿刺と同時にし，透析中の採血，注射，輸液，輸

血はすべて輸液ラインを利用する.

6) 終了(回収)操作は必ず2名で行い，抜針後，穿刺部の止

血を確実にする.

7) プライパシ一保護には特に注意を払う.

3. サーベイランス

1) 透析導入時や他院からの転入時には，スクリーニング検査

をすることが望ましいが，患者に同意を得る必要がある.

2) スクリーニングで通常用いられる HIV抗体検査で陽性に

でても，偽陽性の場合が少なくないので，ウエスタンブロッ

ト法や間接蛍光抗体法，あるいは PCR法などによる確認検

査が必要である.
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4. 患者教育

1) 専門施設での教育，カウンセリングを要する.

2) 血液媒介感染症であるが，感染力は B型肝炎ウイルス， C

型肝炎ウイルスよりもはるかに弱い.

3) 日常生活上の注意は肝炎ウイルスに準ずる.

5. 参考

診療，サーベイランスのための診断規準，カウンセリング等

についての詳細は， fHIV感染症診断の手引きJ(平成6年 12

月)， ~後天性免疫不全症候群の発生動向の把握のための診断基

準についてJ(平成11年3月3日健医疾発第17号)， ~HIV 医

療機関内感染予防対策指針J(平成元年4月)， ~HIV とカウン

セリングJ(平成2年3月)， ~エイズ、相談マニュアルJ (平成5

年3月)を参照されたい.

V MRSA 

1. 感染経路

1) MRSAは健常人や合併症のない元気な透析患者では問題

になることは少ないが，重い合併症のある透析患者や高齢透

析患者，術後の透析患者に感染すると難治化し重篤になるこ

とがある.

2) 医療スタッフの手指により以下のように媒介されて伝播す

る接触感染であることが多い.

(1) MRSA患者の処置をした手で他の患者に触れる.

(2) MRSA患者周囲の環境の菌が医療スタッフの手に付着

して運ばれる.

(3) 保菌者の医療スタッフが鼻腔などに触れた手で患者の処
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置をする.

(4) MRSAで汚染された医療機器，物品を介しての接触感

染が知られている.

3) 日客疾，塵挨による飛沫感染も知られている.

2. 感染者およびキャリアに対する対策

(1)特に MRSA腸炎， MRSA気管支炎・肺炎，開放性ド

レーンから MRSAが検出されたもの，尿・開放創から大

量の MRSAが検出されたものは，感染性が高い.

(2) 感染症発症患者に対しては，抗菌薬の適切な使用および

接触予防を行う.

(3) 感染性の高い患者については個室における隔離透析が理

想であるが，ベッド固定でも可とする.必要に応じてカー

テンあるいはスクリーンによる仕切りを用いる.

(4) 聴診器，体温計，血圧計を専用とする.

(5) 手洗いにはアルコールローションを用いる(手袋をはず

した時にも手洗いをする). 

(6) 隔離を行う際には，患者・家族に対し MRSA感染の特

殊性，隔離の必要性，隔離中の注意事項を十分に説明し，

理解と同意を得なければならない.

3. サーベイランス

1) MRSA感染者については， 2週に 1回程度，咽頭，鼻腔，

疾，膿などについて， MRSAの有無をチェックする.

2)スクリーニング検査については集団発生時に気管切開，祷

磨，手術創， IVHカテーテルなどを有する患者にのみ施行

する.ハイリスク領域の勤務者を除き，スタッフのスクリー

ニング検査は原則として不要である.
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4. MRSA感染者の移送

患者移送は最小限とする.車椅子，ストレッチャーは患者専

用のシーツなどで覆って用いる.

5. 患者教育

1) MRSAはさまざまな抗生物質に耐性をもっ細菌で、あり，

易感染者では時に重症の感染症が発生するが，その場合にも

いくつかの治療法がある.

2) MRSA感染患者および保菌者は手洗いを励行し，保菌部

位に手を触れないように，易感染者に近づかないようにする.

3) 他の患者への感染防止のために，隔離やスタッフの予防衣，

マスク，手袋の着用が必要なことがある.

4) 汚染が拡大しないように，使用した機器，器具を消毒し，

リネンなどを袋に密閉して搬出する必要がある.

5) 健康者や易感染者以外の患者にMRSA感染症が発症する

危険性は非常に低く，家庭での日常生活には支障がない.

VI 結核

1. 感染経路

結核菌は空気感染により感染が広がる.結核菌を含んだ分泌

物は咳ゃくしゃみによって大小の粒子になって空中に放出され

るが大きな粒子はすぐに床に落ちる.小さい粒子は急速に水分

を失い， 5μm以下の飛沫核となり， これを吸入することによ

り感染する. この飛沫核は空気の流れに乗って長時間浮遊し，

広く，遠くまで運ばれる.飛沫核として空中に浮遊した菌が感

染源であり，床や壁，寝具や衣服などに付着した疾を介しての

感染は無視できる.
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2. 感染患者対策

1) 結核の感染対策でもっとも重要な点は，早期発見，早期治

療である.すなわち，結核と診断されるまでがもっとも危険

な感染源であり，いったん抗結核療法が始まれば，比較的速

やかに (2""'3週)感染源でなくなるからである.

2) 排菌のある結核患者では，隔離透析のできる施設へ速やか

に転院させる. しかし，転院先が見つからない場合や患者の

状態などでできない場合は，個室(理想的には独立した空調

を有し，空気が流出しないよう陰圧にする.空調が独立して

いなければ空調を止め， ドアは閉めて一般病室へ空気の拡散

がないようにする)で透析するか，それが不可能なら，時間

帯を一般の透析患者と変えて透析する.その際，スタッフは

微粒子用 (N95規格)のマスク(薄い紙マスクは無効であ

る)およびガウンを着用する.また，換気を頻回に行う(1

時間に 6回程度).移送の際は，患者にサージカルマスクを

してもらう.

3) シーツや食器などに付着した結核菌は感染源とはならない

ので， これらを特別に処理する必要はない.

4) 透析患者が感染性のある結核であることが判明した場合の

ほかの透析患者および医療従事者への対応も重要である.感

染者に化学予防を行えば，発病を 1/2から 1/5へ減少させ

るが，免疫能の低下した透析患者における INH投与による

化学予防の適応基準や効果の報告はいまのところない.

3. サーベイランスl

前述したように早期発見が重要である.定期検査における胸

部X線に注意する.原因不明の発熱や咳が 2""'3週間以上持続
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する際には，結核も鑑別診断に入れ，胸部X線， n客疾検査な

どをする.

日客疾検査では，塗抹， PCR，培養を行う.

4. 患者教育

1) 結核は，飛沫核感染(空気感染)であり，通常は，排菌陽

性の肺，気管支，咽頭結核患者のみが感染源となる.呼吸器

以外の肺外結核(結核性胸膜炎，胸水例で、も)が周囲に伝染

する可能性はきわめて低い.

2) 排菌のある場合には，専門の施設での隔離が必要である.

3) 咳をするときには，飛沫が拡大しないように，マスクをし，

手で口をおさえる.

4) 疾患の社会に及ぼす影響，治療が中断された場合の再治療

の難しさを良く説明し，服用する薬剤の用法，用量を厳守し

てもらう.

VII その他の感染患者対策

1. HTLV-l (ATLV) 

成人 T細胞白血病の原因ウイルスである.血液を介して感

染し，発病すればきわめて予後不良であり，感染対策はHIV

に準ずる.

2. パンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)

腸球菌はヒトの腸管の常在菌であり，病原性が弱く健康人に

は無害であり，基礎疾患を有し，免疫力が低下した患者にみら

れる日和見感染菌である.臨床的に問題となる腸球菌は

Enterococcus faecalisとEnterococcusfiαeClumで，尿路感染

症，敗血症，感染性心内膜炎，胆道感染症の原因となる.VRE 



第4章感染患者への対策マニュアル 39 

はパンコマイシンを始め種々の抗生剤に耐性を示し，治療に難

渋する.日本でも最近院内感染の報告がなされ，今後問題とな

る可能性が高い.

VREの保菌者の多くは VREが腸管内に定着しており，糞

便中に高濃度にみられる.また，尿路感染症患者では，尿中に

認められる. したがって，感染経路を遮断するには，手洗い，

トイレの清掃・消毒，便尿の取り扱いの注意が必要である.

VREの感染者および保菌者に対しては， MRSAに準ずる.

また， VREの予防として，バンコマイシンを予防的治療や

経験的 Cempiric)治療として使用することを控えること，

MRSAの保菌者に対する治療や偽膜性腸炎に対する第 1選択

薬としての使用も控えることが必要である.

3. インフルエンザ

径 5μm以上の飛沫により感染する.飛沫が到達するのは約

1mであるので，個室透析ができないときには，隣のベッドと

の聞にスクリーンをおくのが望ましい.患者がマスクをしてい

れば飛沫の発生は最小限に抑えられるので，インフルエンザに

擢患した患者，および咳嚇などの症状のある患者は，周囲への

感染拡大を防止する意味から，マスクの着用を行う.また，手

指を介した接触感染もあるので，手洗いは確実に実行する.予

防注射がもっとも有効な感染予防策である.

VIII 非感染患者の予防措置

現在有効な感染予防対策としては， HBVに対する iHBワクチ

ン」とインフルエンザに対-する「インフルエンザHAワクチン」

がある.非感染患者にはインフォームドコンセントを得た上， これ
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らのワクチンを使用することが望ましい.

1. HBワクチンのイ吏用

HBs抗原・抗体ともに陰性患者および HBワクチン未接種

患者を対象として 10歳以上は下記用量を接種する. 3回目接

種 1ヶ月後に HBs抗体を測定し抗体の獲得を確認する.

初回接種 (1回目)10μg (0.5 ml)皮下又は筋肉内

1ヶ月後 (2回目)同量

6ヶ月後 (3回目)同量

2. インフルエンザHAワクチンの使用

インフルエンザ流行前に 18歳以上には下記の用量を接種す

る.

初回接種 (1回目)0.5 ml皮下

4週間後 (2回目)同量

接種目数については，免疫力の低下している透析患者では 1

回接種法で 55%の有効との報告があり， 2回接種法の方が望

ましい.

IX 医師から都道府県知事への届出の義務

1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

1998年 10月2日「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律j(以下， I感染症予防・医療法」と略)が公

布され， 1999年4月1日より施行， 2004年11月改正された.

全数把握(実際の発生患者数)の対象となる 58疾病のうち透

析医療と特に関わりのあるのは， I急性ウイルス肝炎j，I後天

性免疫不全症候群j，Iパンコマイシン耐性腸球菌感染症jI梅

毒」などである.また，結核については従来の「結核予防法」
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に従って対応することになる.

ここでは「急性ウイルス肝炎 (E型肝炎及び A型肝炎を除

く)Jについて記述する.詳細については厚生省保健医療局結

核感染症課より自治体及び医師会を通じてガイドラインがしめ

されている.

(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kerikou/kansen-

syoj) 

2. 届出の必要な感染症

一類感染症:エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，重症急

性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイル

スであるものに限る)，痘そう，ペスト，マール

ブルグ病， ラッサ熱

二類感染症:急性灰白髄炎，コレラ，細菌性赤痢， ジフテリア，

腸チフス，ノマラチフス

三類感染症:腸管出血性大腸菌症

四類感染症 :E型肝炎，ウエストナイル熱(ウエストナイル脳

炎含む)， A型肝炎，エキノコックス症，黄熱，

オウム病，回帰熱， Q熱，狂犬病，高病原性鳥

インフルエンザ， コクシジオイデス症，サル痘，

腎症候性出血熱 (HFRS)，炭痘，つつが虫病，

デング熱，ニパウイルス感染症， 日本紅斑熱， 日

本脳炎，ハンタウイルス肺症候群 (HPS)， Bウ

イルス病，フ、、ルセラ症，発しんチフス，ボツリヌ

ス症，マラリア，野兎病， ライム病， リッサウイ

ルス感染症， レジオネラ症， レプトスピラ症

五類感染症:アメーパ赤痢，ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA
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型肝炎を除く)，急性脳炎(ウエストナイル脳炎

及び日本脳炎を除く)，クリプトスポリジウム症，

クロイツフェルト・ヤコブ病，劇症型溶血性レン

サ球菌感染症，後天性免疫不全症候群， ジアルジ

ア症，髄膜炎菌性髄膜炎，先天性風しん症候群，

梅毒，破傷風，パンコマイシン耐性黄色ブドウ球

菌感染症，パンコマイシン耐性腸球菌感染症

*以下の五類感染症については，定点医療機関の

みの届け出

RSウイルス感染症，咽頭結膜熱， A群溶血性レン

サ球菌咽頭炎，感染性胃腸炎，水痘，手足口病，

伝染性紅斑，突発性発しん，百日咳，風しん，ヘ

ルパンギーナ，麻しん(成人麻しんを除く)，流

行性耳下腺炎一一小児科定点医療機関

インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)

一一インフルエンザ定点医療機関

急性出血性結膜炎，流行性角結膜炎一一眼科定点

医療機関

性器クラミジア感染症，性器ヘルペスウイルス感染

症，尖圭コンジローマ，淋菌感染症-STD定

点医療機関

クラミジア肺炎(オウム病を除く)，細菌性髄膜炎，

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症，マイコプラズマ

肺炎，成人麻しん，無菌性髄膜炎，メチシリン耐

性黄色ブドウ球菌感染症，薬剤耐性緑膿菌感染症

一一定点基幹病院
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3. 医師から保健所所長を経て都道府県知事への届出

1) 管轄の保健所への届出は，迅速に行うため，電話等で行う.

2) 届出一~四類は診断後直ちに，五類については診断後7日

以内に行う.届出様式(別紙参照)は保健所に常備されている.

3) 患者にも届出をしたことを説明する.

4. ウイルス性肝炎の定義と届け出基準

1) 定義

ウイルス感染が原因と考えられる急性肝炎 (B型肝炎， C 

型肝炎，その他のウイルス性肝炎)である.慢性肝疾患，無

症候性キャリア及びこれらの急性増悪例は含まない. したが

って，透析室では HBs抗原・抗体， HCV抗体などが陰性

であった者が急性肝炎を発症し，ウイルス感染が証明された

場合には届出が必要となる.

2) 臨床的特徴

一般に全身倦怠感，感冒様症状，食思不振，悪感， 0匝吐な

どの症状で急性に発症して，数日後に褐色尿や黄痘をともな

うことが多い.発熱，その他の全身症状を呈する発病まもな

い時期には，感冒あるいは急性胃腸炎などと類似した症状を

示す.

臨床病型は，黄痘をともなう定型的急性肝炎のほかに，顕

性黄痘を示さない急性無黄痘性肝炎，高度の黄痘を呈する胆

汁うっ滞性肝炎，急性肝不全症状を呈する劇症肝炎などに分

類される.

3) 届出基準

O 診断した医師の判断により，症状や所見から当該疾患が

疑われ，かっ，以下のいずれかの方法によって検査所見に
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よる診断がなされたもの

(1) B型肝炎

-血清抗体の検出

例，患者血清中の IgM.HBc抗体が陽性のもの(キ

ャリアの急性増悪例は含まない)

(2) C型肝炎

.抗原の検出

例， HCV抗体陰性で， HCV. RNAまたは HCVコ

ア抗原が陽性のもの

.血清抗体の検出

例，患者ペア血清で，第2あるいは第3世代HCV抗

体の明らかな抗体価上昇を認めるもの

(3) その他のウイルス性肝炎

HDV， HEVなど上記以外の肝炎ウイルスによる急性

肝炎や，その他の非特異的ウイルスによる急性肝炎

0 病原体検査や血清学的診断によって，ウイルス性肝炎と

推定されるもの

(この場合には，病原体の名称についても報告すること)

O 上記のウイルス性肝炎の届出基準を満たすもので，かっ，

劇症肝炎となったものについては，報告書の「症状」欄に

その旨を記載する.劇症肝炎については，以下の基準を用

いる.

・肝炎のうち症状発現後8週以内に高度の肝機能障害に基

づいて肝性昏睡 II度以上の脳症をきたし，プロトロン

ビン時間 40%以下を示すもの.発病後 10日以内の脳症

の出現は急性型，それ以降の発現は亜急性型とする.
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小

田

E
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河
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4
)
1
7
N
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潜
甥
浴
尚
滞
肝
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E
細

口口口千T寸n口uLII口円~汁7寸
一類感染症、ニ類感染症及び三類感染症発生届出票

別記様式 1

報告年月日( 年 月 日)
印 (自署またはRe名押印のこと〕

都道府県知事(保健所設置市長・特別区長) 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により、以下のとおり届け出る。

医師の 氏名

所属する病院・診療所等施設名

上~è施設の住所 ・ 電話番号本 (電信 ) 

作所属する施股がない場合は医師の自宅の住所・電路番号をle値すること)

1 患者氏名 2 t:生月IJ I 3 診断時の年齢

男・女 生年月日 明・大・昭・平 年 月

5 患者住所 I 6 患者所在地
包話( 電話(

7 保護者氏名 B 保護者連絡先 (7、8は患者が未成年の場合のみ記入)

電話(

9 病 名 10 診断 方法 11 症 状 12 発病年月日

若Zクマラ草一ボリヲザ移ルラミフ銘幽ア設ルグ霊コ泉昌績ン弘ゴ出血鎗山スであ砧の乙掴随闘る
平成 年 月 日

-・.・病血臨そ原清床の検学他決査的定( 検査 ((検検体体
)) ((方方法法 )) (( 型型 II .有 13 初診年月日

平成 年 月 日
「ー一一一『

14 !会断(検案※)年月日

-・.・細脇パコ菌チラレ性ラフチ赤スフ痢ス -・.・病血臨そ床原清の検学決他査的定( 検査 ((検検体体
)) ((方方法法 )) (( 型型 平成 年 月 日

15 感染したと推定される年月日

急ジ性フ灰テ白リ髄ア炎 -・・ 病血そ原清の検学他査的(検査 ((検検体体 )) ((方方法法 )) (( 型型
平成 年 月 日

-脇管出血性大腸菌感染症 ・-・病血そ原清の学検他査的(検査 ((検検体体 jiZ達 j (( 型型 ) ・無 16 死亡年月日※

平成 年 月 日

17 推定される感染地主主 ・感染原因 ・感染経路 つ

-2量1近そ日数本の年他国間内の(主な居住地 -推定さ本れの他国る感内( 染地主主
-推定される感染原因・感染経路

て7さι〈ご、1 日内
2 そ

3 不明 3 不明

18 その他感染症のまん廷の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

位、 9から 11、17欄はE五当する番号等をOで圏み、3..4、12から 16欄lま年齢・年月日等を肥入すること，註欄は、死亡者を役軍した場合のみ記入すること}
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様

式 (2)-4類感染症発生届

別記様式3 保健所コード 西 暦 I D 

| I I I I I I I I I I I I 仁工工ヨI I I I I 
四類感染症発生届 | 

都道府県知事(保健所設置市長・特別区長) 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により、以下のとおり届け出る。

報告年月日(平成 年 月 日)

医師の氏名

所属する病院・診療所等施設名

印

(自署または記名j甲印のこと)

上記施設の住所・電話番号* (電話 ) 

( *所属する施設がない場合は医師の自宅の住所・電話番号を記載すること)

1 患者氏名 1 2 性 別 1 3 診断時の年齢

| 男・女 |生年月日 明・大・昭・平 年 月 日 歳

4 患者職業 1 5 患者住所

電話(

6 患者所在地

1 E型肝炎
2ウエストナイル熱
( 1)ウエス卜ナイル熱、 2)ウエス
トナイル脳炎 ) 

3 A型肝炎
4ヱキノコックス症
( 1)単包条虫、 2)多包条虫 ) 
5黄熱
6オウム病
7回帰熱

91 ~ ~熱
1 9狂犬病

病110高原病性鳥インフルエンザ

名111コクシジオイデス症
........112サル痘
該113腎症候性出血熱
当114炭痘
引 15つつが虫病
巣116デング熱
喜(1)デング熱、 2デング出血熱 ) 
等117ニパウイルス感染症
を118日本紅随熱
QI19日本脳炎
ぶ120ハンタウイルス肺症候群
型121Bウイルス病
三122ブルセラ症
正123発しんチフス
'--'124ボツリヌス症
11)食餌性(食中毒)、2)乳児
3)創傷、4)成人定請、 5)不明
25マラリア

11)三日熱、何日熱、 3)卵形、 1 
4)熱帯熱、 5)不明 | 
26野兎病
27ライム病
28リッサウイルス感染症
29レジオネラ症
30レプトスピラ症

電話(

(7、8は患者が未成年の場合のみ記入)

電話(

1)病原検査(検体 ) 
(方法 ) 

101 (型
診 12)血清学的検査 (検体 ) 
断 (方法 ) 
方 (型)
法13)臨床決定
4)その他(

(該当するもの全てに記載すること)

1111)有
診
断
時
の

坐竺
12発病年月日 |平成 年 月
13初診年月日 |平成 年 月
14診断(検案※)年月日 l平成 年 月
15感染したと推定される年月日|昭和・平成 年 月
16死亡年月日※ |平成 年 月

17・18 推定される感染地域・感染原因・感染経路

.最近数年間の主な居住地
1日本国内 2その他( ) 3不明
.推定される感染地続
1日本国内 2その他( ) 3不明
-病原体や媒介動物等との接触または生息場所での活動
1あり( ) 2その他
-推定される感染源・感染経路等
1経口感染(推定される飲食物 ) 
2媒介動物等からの感染(動物の種類 ) 
3その他( ) 
4不明
・同疾患または同機の症状の者の発症
1同居者にいる 2閉じ職場や学校等にいる
3その他( ) 4いない

(2、9から 11・17・18欄は該当する番号等をOで囲み、3、4、12から 16欄は年齢・年月日をE己入すること。日i欄は、死亡者を検寮した
場合のみ記入すること)

圧
の
届
出
は
診
断
後
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」

日
日
日
日
目

一
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様

式 (3)一後天性免疫不全症候群発生届 (HIV感染症を含む)

別記様式5-3 保健所コード 西 暦 I D 

| I I I I I I I I I I I I 仁工工]-1 I I I I 
後天性免疫不全症候群発生届
(HIV感染症を含む)

都道府県知事(保健所設置市長・特別区長) 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12~の規定により 、 以下のとおり届け出る。

医師の氏名

所属する病院・診療所等絡設名

報告年月日(平成 年 月白)

印

(自署または記名押印のこと)

上記施設の住所・電話番号* (電話 ) 

(*所属する施設がない場合は医師の自宅の住所・電話番号を記載すること)

1 f生 月IJ 男・女 5 

2 診断時の年齢 歳

診断時の在3 
231)) ) 無症候性キャリア

病名
AIDS 2)無
その他(

(無症候性キャリアの場合は、当欄の記載は不要)

6発病年月日 平成 年 月 日
(AIDS指標疾患 (4-2)の発病日)

4-1 

診
7初診年月日 平成 年 月 日

方断法
8診断(検案※)年月日 平成 年 月 日
(AIDSの場合は指標疾患 (4-2)
の診断日)

9感染したとf量定される年月日 昭和・平成 年 月 日

(該当する全てにOをすること) 10死亡年月日※ 平成 年 月 日

雪すzてV5m222叫1t11 6738g12) ) ) ) ) ) 〉〉

11・12 推定される感染地織・感染原因・感染経路

.:1国推度近1定籍3'数日さBB年本れ本本周園園.Q感の内内主染2地2な居鑓そそ住のの地他他 ・推定1)さ性母輸不静7それ行注子血の明る異為薬感他感性感物染染〈問侵染議f~周路t約等接( ) 3不明

( ) 3不明 触イ同性間性的1圭触

B本 2その他 ( ) 3不明 23456) ) ) )) ) 

(1、3から臥 11・12欄は政当する番号等をOで囲み、 2，6から 10慣は年齢・年月自在記入すること。渋欄l孟、死亡者を倹寮した11合のみ記入すること)

扇診の出断かl勺a 

7 

以f内l日こ7 

つ

てTさ〈三

一
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出の様

式 (4)-5類感染症発生届(クロイツヘルト・ヤコブ病，後天性免疫不全症候

群，先天性風じん症候群を除く)

別記様式5-1 保健所コード 西 暦 I 0 

| I I I I I I I I I I I I 仁工工]-1 1 1 

五類感染症発生届
(クロイツフェル卜・ヤコプ病、後天性免疫不全症候群、先天性風しん症候群を除く)

都道府県知事(保健所設置市長・特別区長) 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の規定により、以下のとおり届け出る。

医師の氏名

所属する病院・診療所等施設名

報告年月日(平成 年 月 日)

印

(自署または記名押印のこと)

上記施設の住所・電話番号 * (電話 ) 

(*所属する施設がない場合は医師の自宅の住所・電話番号を記載すること)

8 性診断時別の年齢 1)病原検査 ((検方体法

4(( ( ( 型)1アメーパ赤痢 診断方法 2)血清学的検査 検方型体法 ) ) 

21341))急))ウ日ク病病そ皿性本イリ原の原脳脳プル{体体也炎炎ストD不性をス((明除ポ肝Cウ炎型、 3))、阻5) 及

3)臨床決定
エストナイル不脳明炎 ぴ 4)その他(

く) (該当するもの全てに記載すること)

5 11)有

4' りジウム症菌

診断在時の 2) 祭

5慮IJ症型溶血性症レンサ球 感染症
6ジアルジア

3 I 7 髄梅)))破パ早先晩膜毒傷ン期期天炎風コ顕顕梅菌マ症症毒性イ侮梅髄ン毒毒膜ノ、耐炎(73性}無黄l 2 症候梅毒、
6発初診病診年年(月日 平平平成成成 年年年年年 月 日
7B 断検月案日※)年月日 月月 日日9 

10 マ 色ブドウ球菌 9感染したと推定される年月日 昭和・平成 月 日
感染症 10死亡年月日※ 平成 月日
11パンコマイシン耐性腸球菌感染症
(該す蓄量。当をる 4 

11・12 推定される感染地域・感染原因・感染経路ー こ

の

) 3不明

囲でむ

と

物 )11 7 

向性間糊接触 E 行内

動物の種類 ) つ

-同8疾不患明居ま者他たは同織るの症状の者の発じ症聡暢 て壬t 己
1同そ にい 2同 や学校等にいる い
3 の ( ) 4いない

(1、3から E、11・12欄は故当する番号等をOで囲み、2，6から 10欄は年働・年月日を記入すること。※祖国は、死亡者を検案した
場合のみle入すること)
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病原体定点コード

口口口口

衛研受付番号

口口日口口口

1 D 

口口ロー口口口口

西暦

口口口口

保健所コー ド

口口口口口口口

別紙2

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症検査票(病原体)

月日

年 月

月日~ 年

最近の接種年月日

年

記載者名

検体検出 方法 (蛍光、 IP、ELIZA、CF、HI、PA、中和、イムノプロット、ゲル内沈
降、凝集反応、 その他

結果 ( 

検 出 年月 日 年 月 日

検 出方 法

-・・ 遺分人抗離伝工原培培検子養地検出等、出発〈〈(塔育電21委夏顕非増場細卵、増偏鏡、胞幅検[動P、[細恥Cハ蛍F胞Kイ全光名プそ2Eリ[の2I、包他APA凝G集E，反主応2、曲そ〉の他

]) 

震葉出 【値配h 若0で囲んで下さい]

J) 

(検群、出型病、原豆艶体

[その他特記事項]

[ | 
注1) 主治医記載欄については、検体送付目において記載できる範囲で紀載をお願いします。

注 2) ワクチン篠種歴については、当咳疾患に係るものにつき紀載して下さい。

注3) 二類、 三類感簸症について医療機関(民間検査所を含む)で病原体を分離した場合は、可能な

範囲で地方衛生研究所への分離株の送付をお願いします。

主医療治機(医記関載等等者医名)師及名び

検体送 付日 年 月 日 分離株(無、有、検査中)

き回，今y 断 名

発 病 日 年 月 日

採取 日 年 月 日

検 -ふん使(腸内容物、直腸ぬぐい液) ・髄液 -尿

査材料の種類 . ~喜~ ・気管吸引液 ・穿車IJ液(腹水、胸水、関節液、 その他 ) 

[該当するもの一つを -咽頭ぬぐい液(うがい液、鼻汁〕 ・皮膚病巣(水癌内容、痴皮、創傷)

材 0で囲んで下さい] . *吉膜ぬぐい液(結膜擦過物、眼脂) ・陰部尿道顕管線過物/分泌物

-細胞診、生検、部検材料(臓器

料 -血液(全血、血清、血授、抗凝固淘IJ[ ]) 

-その他[

-無症状 -胃腸炎(下痢、血便、咽気、咽吐、腹痛)

-発熱(最高 "C) -角膜炎、結膜炎、角結膜炎

臨臨床症状 ・ -関節f布、筋肉痛 ・鎚膜炎、意餓障害、麻薄(部位 )、

徴候等 -口内炎、上気迫炎、下気遣炎(肺炎、 中枢神経系症状(脳炎、脳症、脊髄症、

床 [蹟当するもの全てを 気管支炎) その他

Oで囲んで下さい] -発疹(水箔、 丘疹、紅E在、 -循環器障害(心筋炎、心膜炎、心不全)

的 {基礎疾患を除。 パラ疹)、出血傾向 -貧痘 -肝機能障害

-リンパ節腫脹(部位 )、 ・腎機能障害 (HUS、血尿、乏尿、蛋白尿、
事 浮腫(部位 多尿、腎不全〕

項
-ショック症状(低血圧、循環不全) ・尿路生殖器症状

-その他の症状(上記以外の症状や臨床徴候)

基礎疾患

転 帰 経過観察中、軽快、治癒、死亡 (原因

主治医等から地方衛生研究所への連絡事項

|患| 性 別J I (男 ・ 女)

者 | 年 齢( 歳 カ月)

[主治医等記載欄]

日
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第5章 スタッフの検査・予防と感染事故時の対応

I はじめに

スタッフの感染症発生の予防には「日常の健康管理」と「感染に

関連する事故時の対応」が必要である.一概に感染症といっても多

岐にわたるので，ここでは透析室で一般的に経験する感染症を対象

として取り扱うことにする.

11 日常の健康管理

1. 日常の健康管理の基本

ウイルス肝炎の病原ウイルスには，経口感染する A型， E 

型肝炎ウイルスと，血液を介して感染するのは B型， c型， D

型肝炎ウイルスがある.従って， A， E型感染に対しては透析

室での喫煙，飲食を禁止することや患者の糞便の取り扱いに注

意することで十分予防はできる.D型肝炎は B型肝炎感染者

のみに感染が起こる不完全ウイルスであり日本ではほとんど問

題にする必要がないことから， B型と C型肝炎についての定

期的な検査をおこなう.

ATLV， HIVの感染経路は，母から子への垂直感染，性的

接触，夫婦間の水平感染・血液による感染であるので， ATLV， 

HIVに対しては本人の承諾を得てから， 1度は抗体を測定し

ておくのが望ましい.

MRSAに対しては感染患者への対策マニュアルの項に従っ

て対応することが重要で，特に定期的な検査は必要ない. Tbc 

に対しては年 1回の胸部X線撮影が必要で，場合によっては
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ツ反応も必要である.

2. 検査項目および頻度とその対応

1) 定期健康診断

労働者が 50人以上の事業所に，労働省(労働基準監督署)

が健康診断結果の報告を義務づけている. したがって 50人

未満の医療機関でもこの 1年 1回の健康診断を施行すること

は施設の質を高め，時には医療資源の節約も考えられる.

第 4章 Iで述べられている「感染対策委員会」を設置し，

スタ ッフの健康診断の計画，施行，結果に対して積極的に関

与すべきである.

定期健康診断の内容:労働省で定めた健康診断項目

( )内は担当医師の判断で必要なければ省略しても良いと

されている場合を示す.

(1) 既往歴および業務歴の調査

(2) 自覚症状および他覚症状の有無

(3) 身長，体重，視力，色覚，および聴力(身長は 20歳以

上省略可，聴力は 35，40歳を除く 45歳未満では省略可)

(4) 胸部X線および曙疾(日客疾検査は胸部X線で病変なし

等の場合は省略可)

(5) 血圧

(6) 貧血:赤血球，血色素量

(7) 肝機能:ALT (GPT)， AST (GOT)， r -GTP (r-

GTPは35歳を除く 40歳未満では省略可)

(8) 血中脂質:血清コレステロール， HDLコレステロール，

血清トリグリセライド(血清トリグリセライドは 35歳を

除く 40歳未満では省略可)
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(9) 血糖 (35歳を除く 40歳未満で省略可)

(10) 尿中の糖および蛋白の有無(糖については血糖実施時省

略可〉

(11) 心電図 (35歳を除く 40歳未満で省略可)

このような定期健診に感染対策委員会が積極的に関与し，下

記の検査項目などを追加し，スタッフの感染対策に役立てるの

が望ましい.

HBs抗原， HBs抗体， HBc抗体， HCV抗体の測定，場合

により， HIV抗体， HTLV-l抗体，ツベルクリン反応などを

追加

2) HBs抗原， HBs抗体， HBc抗体， HCV抗体:年 2'"'-'3回

施行

(1) HBs抗原および HBs抗体陰性者に対しては，将来

HBV感染の危険性が高いので，インフォームドコンセン

トの上，できる限り HBワクチンにより HBs抗体を獲得

するようにする.

HBワクチン 10μg(0.5 ml)を皮下又は筋肉内に接種(1

回目)， 

同量1回目より 1ヶ月後に接種 (2回目)

同量 1回目より 6ヶ月後に接種 (3回目)

HBs抗体の測定:1回目接種前および3回目接種1ヶ月後

(2) HBs抗体陽性者に対しては，年 1回の HBs抗原・抗体

の測定で良い. (HBs抗体が検出されなくなる場合がある

ので年 1回は必要である， HBs抗体が検出されなくなっ

たら HBワクチンを追加接種する必要がある，")

(3) HBs抗原陽性者に対しては， トランスアミナーゼ値を
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測定し肝機能を把握する.できればHBe抗原・抗体およ

びHBVDNA量を測定する.

特に HBe抗体陽性の場合， HBV遺伝子の pr・e-C変異

株が存在し，これに新たに感染した場合，急激に肝機能が

悪化し，劇症肝炎を発症することがあるため注意を要する.

(4) HBs抗原陽性で肝機能検査正常者は原則として無症候

性キャリア扱いとする. HBs抗原陽性で肝機能検査異常

者は要治療者として専門医を紹介する.

(5) HCV陽性者に対しては HCV-RNAを測定し， HCV-

RNA陽性はキャリアとして扱う.

(6) HBVおよびHCVキャリアのスタッフの取り扱い

A. 感染予防指導

感染対策委員会が当該スタッフに対して，肝炎ウイル

スキャリアであることの意味をウイルス肝炎研究財団刊

rHBs抗原の知識J]， rHCV抗体の知識』などの小冊子

を活用して十分に説明し，下記事項を管理指導する.

①出血時の注意，②月経時，鼻血などの処置，③日用

品の専用，④輸血のための供血禁止，⑤乳幼児に接する

時の注意など.

B. 健康管理

状態に応じて， 3"-' 12ヶ月ごとに定期的に医療機関を

受診するように指導する.

C. 労働条件

上記感染源とならぬように①~⑤の注意事項を守る限

り，労働軽減など特別の措置は必要なく，一般健康人と

同様通常の労働に従事しうる.
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ただし，最近刊行された CDCガイドラインでは，

HBe抗原陽性者は陰性化するまで，曝露を起こしそう

な手技を行わないように業務制限をしている.

3) トランスアミナーゼ他 (AST(GOT)， ALT (GPT) ， ZTT， 

γ-GTP) :年 2""'3回施行

肝機能障害を認めたときには， HBs抗原， IgM型HBc抗

体， HCV抗体，必要に応じてHCVRNAを測定し，感染

の有無を判定し，陽性者は前項 2)(3)""'(5)に従って要治療者

か無症候性キャリアか判定する.

111 感染に関連する事故時(針刺し事故など)の対応

1. HBV感染事故

HBV感染事故の事実を診療録に記載し，感染対策委員会に

報告する.

HBV感染対応策は，原則として， HBs抗原・抗体陰性のス

タッフを対象とする (HBs抗体価が 16倍 (PHA)未満の場

合にも予防を開始する). 

高力価HBs抗体含有免疫グロブリン (HBIG)をできるだ

け早く(遅くとも 48時間以内に)投与し，特に感染源がHBe

抗体陽性のHBVキャリアの血液であった場合は，必ずHBワ

クチンを併用する.

HBIG (遅くとも 48時間以内): 1，000単位 (5ml)接種

HBワクチン:できるだけ早い時期(事故発生7日以内) (1 

回目)10μg (0.5 ml)接種

1ヶ月後 (2回目) 同量

3ヶ月後 (3回目) 同量
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HBs抗原・抗体の測定・事故直後，事故後7ヶ月日(必須)

できれば事故後1， 2， 3， 4， 5， 6ヶ月にも実施し，最後に 12

ヶ月目に確認するのが望ましい.

なお，事故直後から数日以内に採血した血清を保存し，後で

評価できるようにしておくことが望ましい.

2. HCV感染事故

HCV感染事故に対しては特異的な予防法はない.事故の事

実を診療録に記載し，感染対策委員会に報告する.

2'"-'4週ごとにAST(GOT) ， ALT (GPT)と， HCV-RNA 

(必要に応じて)などを定期的に 6ヶ月まで測定する.感染が

成立する可能性は低率(1'"-'2%)である.

発症した場合には，速やかに治療を考慮し専門医を紹介する.

最近，インターフェロン(IFN)の投与が， C型慢性活動性肝

炎に移行する以前の段階においても効果的であるとの報告もあ

り， HCV感染が確定した時点で，担当医の判断と責任のもと

にIFN投与も考慮する.

労災保険の適応が医療従事者に限り承認されている(平成6

年5月1日)• 

医療従事者がHCVに汚染された血液などに業務上接触した

ことに起因してHCVに感染し，業務上の疾病と認められたも

のについて， IFNの投与が認められている.IFNの種類・量

については健康保険に準拠し，投与期間は原則 1ヶ月程度とさ

れている.

3. HIV感染事故

HIV感染事故の事実を診療録に記載し，感染対策委員会に

報告する.HIV感染対応策は抗ウイルス薬の投与が感染率を
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明らかに低下させるので， CDCガイドラインに従って予防内

服するのが望ましい.針刺し事故の内容と感染源のウイルス量

により BasicregimenとExpandedregimenとに分け予防的

措置を推奨している.

Basic regimenはジドブジン (AZT600 mg) +ラミブジン

(3 TC 300 mg)の2剤を，重度と考えられる Expandedregi-

menはこの 2剤にインジナビル(IDV2，400 mg)又はネルフ

ィナビル (NFV2，250 mg)を加えた 3剤を 4週間服用するこ

とを推奨している.内服開始は事故後 1'"'-'2時間以内が望まし

いとされるので， HIV陽性患者を受持つ施設で、は薬剤を常備

しておく必要がある.

なお， HIVの感染予防対策についての詳細は， rHIV医療機

関内感染予防指針j(平成元年4月)， r針刺し後のHIV感染防

止体制の整備についてj(平成11年8月30日健医疾発第 90号

医薬安第 105号)を参考にされたい.

4. ATLV感染事故

ATLV感染に対しては特異的な予防法がない.感染事故の

事実を診療録に記載し，感染対策委員会に報告する.ATLV-1 

抗体陽性者は，要治療者として扱う.

5. その他の感染症(特に結核)発生時の対応

透析患者が感染性結核を発症した場合の対応として，平常時

のスタッフの管理が非常に大切である.定期健康診断で胸部X

線およびツ反応の結果が参考となる.患者発生時には診療録に

記載し，感染対策委員会に報告する.

対応策を以下に述べる.

1) ツベルクリン反応の実施(スタッフの希望者)
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ツベルクリン反応の二段階検査法を行う. これにより陰性

または疑陽性であった者は 3ヶ月後の早い時期にツ反応検査

を再度実施する. 3ヶ月後のツ反応の発赤径が 10mm以下

の場合は陰性.発赤径30"mm以上あり，かっ二段階検査法

実施時の反応よりもおおむね 10mm以上大きくなった場合

には，日客疾， CRP，血沈の検査，胸部X線撮影を実施する.

ツベルクリン検査(1回目)

↓ 2週間後

ツベルタリン検査 (2回目)

(陰性(-)および疑陽性(.=:t)者)

↓ 3ヶ月後

ツベルクリン検査

判定

2) n客疾の検査 (MTD，PCR法)および胸部 X線で肺結核

の疑いがある場合は専門医を紹介する.

3) スタッフの感染予防

(1) 感染源である排菌患者を隔離透析できる施設へ速やかに

転院させる.

(2) 安全マスクの着用:患者と接触する期間中は，結核菌が

通過しないようなマスク (N95規格の微粒子マスク)の

着用が必要である.
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第6章 スタッフの教育と感染対策

I 感染に関するスタッフ教育の基本

患者への接し方の基本は， standard precautionである. このこ

とをすべての職員に繰り返し徹底，啓発する事が必要である. この

ためにスタッフ教育が必要となるが，医療免許職はその職制上，す

でに明らかにされている感染症患者や未知の感染症患者を扱う業務

であり，予防などについても熟知している専門職とされている事を

認識する必要がある.院内感染が話題性に富むのは，医療者側から

見れば，感染症患者を集めるのだから必然的に院内感染の危険が増

えるという意見が一部に有るのに対して，世間的常識からすれば，

専門集団だからこそ医療機関では感染は起こり得ない，起こっては

ならない場所と見なされている点である.医療スタッフに感染症の

教育を行う場合は，このことをまず自覚させることが必要である.

実際面では，末端まで感染症対策が充分徹底されないと考えられ

る場合， 1つには施設における感染症に対する組織的な対応がなさ

れていないことが上げられる.次いで，医療従事者個々の自覚の欠

如が上げられる.敢えて「スタッフ教育」の重要性が感染症対策で

取り上げられる理由は，両者が相まってその必要性が問われるから

であろう.本章ではこういったスタッフ教育の大まかな方法を述べ

るが，個々の詳細は各医療機関に即した方法が作成される必要があ

る.

11 定期的なスタッフ教育

先ず，全ての新人スタッフの教育が必要である.この場合は，で
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きうるなら医師，感染症担当看護師(専従ではなくても良いが，年

間を通じて透析室で感染症への対応を担うと決められた担当看護師

の設置が好ましい)，臨床工学技士による異なった角度からの教育

が好ましい.内容は個々の施設のマニュアルに沿った病態，看護行

為上での注意，機械・廃棄物の説明，患者の人権保護や感染症患者

のアフタ ーケア等も加え，具体性を持った説明を行うこととする.

当然、，院内感染対策委員会の説明や届出についての説明は詳しく述

べられなければならない.

111 ケアレスミスより考える感染症教育

院内感染や針刺し事故，さらには医療過誤が起きるとすれば，そ

の前兆として， 日常業務上での「ヒヤリハットミス」の件数の上昇

数からある程度予知でき，感染を未然に防げることが多いと思われ

る. したがって，普段から事故につながらなかったミスの報告を義

務付けること，件数の移行を観察し上昇傾向にある時期には，再度，

院内感染・針刺し事故などについて，スタッフ全体の再教育により

自覚を喚起する事が望ましい. この場合は，婦長や技士長を中心に

「慣れ」を起こしている職種を含めて，再度，感染症の反復学習や

医療過誤についての再教育を行うことが望ましい.

IV 透析業務からの感染症教育

業務の改善や新しい血液浄化法を学び導入するときに考えなけれ

ばならないが，常に感染症患者の搬入時刻・透析時間・作業導線な

どを考慮すべきである.さらに定期的に患者の検査結果を集積して

施設内の感染症の発生頻度なども周知する必要がある.

また，透析装置の血液汚染が起こらないようなサーベイランスや
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メンテナンスが必要となる.いずれにせよ，効率的に患者環境の整

備に務める事は，すなわち職員の作業動線の短縮と複雑な動きをし

ない工夫が，間接的に感染症の伝播を防ぐ事でもある. このことを

考慮して透析業務を常に見直し，改善する過程で、感染症についての

教育を行う必要がある.

V 院内感染対策委員会

「院内感染の疑い」がある場合は，徹底的に「感染症対策委員会」

による調査が必要である.組織的に広い視野から調査する事により，

業務手順によるものか，個人の不注意によるものか，明確にさせる

姿勢をとることが職員への啓発となる.

VI 症例や専門家を通じての感染症教育

先に述べたように透析医療では感染のリスクが高いし，すでに感

染症を持っている患者の導入もある. こういった新規の患者や感染

を起こした患者について，医師，看護師，臨床工学技士を交えた症

例検討を行うこと，それを通して個々の注意事項を具体的に上げ，

該当する感染症患者に対するマニュアルに則った透析治療上での注

意，症例に即した感染伝播の予防計画，患者の精神的ケアを含めた

治療・看護計画を立てることで，感染の問題について再度確認をし

あう事が必要である.

これに加え，マンネリ化してしまう感染症教育の一環として奨め

られるのは， 1'"'-'2年に 1回位， 日頃顔をあまり知らない，重症感

染症患者を扱っている感染性疾病を専門とする講師を呼んで疾病の

経過，治療，感染防御について講義を聞く事も重要である.新鮮な

講義で、マンネリ化し易い感染対策の一環とすることも可能である.
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VII 最後に

以上のように，教育は繰り返しであり習慣づける事が肝心で、ある.

肝に銘じないといけないのは，いかなる手だてを取っても感染を防

ぎ得ない場合もあるが，ちょっとした 1人のスタッフのミスや不注

意で他の患者に感染を広げる事がある点である. この点から，いか

に精微なマニュアルを創っても，強固な組織を構築しでも，感染防

御が完全とはなり得ない.

個々のスタッフが，基本に忠実に感染を起こさない診療を絶え間

なく実践することである.

その為には，感染が院内で発生しないという，一見目に見えにく

いあたりまえの効果を求めて，教育を行い続けなければならない.

日常の教育を続けて，感染症患者の人権を守り，マニュアルに忠実

に医療や看護を行い，疾病に真塾に立ち向かうスタッフを育てるこ

とが大切で，安全な透析医療を行う根源である.
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改訂版における主な変更点

第 1版の記述 | 改訂版での記述
感染予防上の透析室の設備と環境対 1 I第3章 感染予防上の透析室の設

策については，特に記述がなかった.1備と環境対策」を追加した.これに
ともない，章番号などが変更された.

患者指導において，血液で汚染され

た物品は，休憩室に設置した感染性

廃棄物入れに廃棄するように指導す

ると記載した.

「血液で汚染された物品は机上など

に放置せず，直接透析室内の感染性

廃棄物入れに廃棄するよう指導する.J
としていた.なお， I感染性廃棄物
入れ」は休憩室・待合い室などスタ

ッフの眼の届かない場所には設置し

ない

通常の透析開始終了操作において透|通常の透析操作では(非滅菌の)デ

析滅菌手袋の使用を薦めた 1ィスポ手袋を使用するように記述し

た.

感染症の予防及び感染症の患者に対 12004年 11月改正の改正に基づいて

する医療に関する法律による，感染|変更した.また記載用紙も改正版に

患者を診察したときの医師から都道|入れ替えた.

府県知事への届出のための義務につ

いて記載した.

感染性廃棄物の処理については，平|廃棄物の処理及び清掃に関する法律

成4年8月 13日付け衛環第 234号|及び産業廃棄物の処理に係る特定施

厚生省水道環境部長通知「感染性廃|設の整備の促進に関する法律の一部

棄物の適正処理について」の別添報|を改正する法律(平成 12年法律第

告書別紙2I廃棄物処理法に基づく 1105号)及び廃棄物の処理及び清掃
感染性廃棄物処理マニュアル」に基|に関する法律の一部を改正する法律

づいて記載した 1(平成 15年法律第93号)に対応し

た平成 16年3月16日の「改定マニ

ュアル」に対応した変更が必要なこ

とを脚注に追加した.
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